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【基本的な考え方】 
 ・大阪府では更新時研修を独自開催せず、全国推進組織（社会福祉法人 全国社会福祉協議会）で実施される更新時研修を活用する。 

１．背景 

   厚生労働省通知「「「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」の全部改正について」の一部改正について」（平成30年3月26日）の

2019（平成31）年4月1日施行では、第三者評価機関認証更新の要件等が明確化されるとともに、全国推進組織または都道府県推進組織による「更

新時研修」が創設された。 

 

２．更新時研修とは 

  ＜趣旨＞ 

 ・国において、第三者評価機関・評価調査者の質の向上を図る観点から、既存の研修体系の在り方を見直すとともに、不適格な第三者評価機関（評

価調査者）の退出ルールの在り方について検討した結果、更新時研修を実施することとなった。 

・評価調査者個人の資質を直接的に向上させるのではなく、評価機関の質を確保するための研修（評価機関を対象とした研修）として位置付けられ 

ている。    

更新時研修のねらい 

・研修内容を所属評価調査者と共有し、評価機関としての評価の質を高める、あるいは評価機関としての評価調査者の質を確保すること 

・更新時研修の研修科目「演習の手法等」を学び、自身の評価機関でも実践すること 

    ⇒したがって、受講者については、各評価機関の代表者 1名以上を想定 

＜参考：更新時研修モデルカリキュラム＞ 

研修課目 形態・時間数 目的 内容 

１．社会福祉制度の動向 講義・１時間３０分 社会福祉制度の直近の制度改正の内容について理解す

る。 

社会福祉制度の直近の制度改正の理念、内容等について

講義を行う。 

２．分野ごとの第三者評価

のポイント 

講義・２時間 分野ごとの第三者評価の実施に当たって、留意すべき

ポイントについて理解する。 

分野ごとの第三者評価の実施に当たって、積極的に評価

すべき取組や留意すべきポイントについて講義を行う。 

３．演習 演習・２時間 分野ごとの特徴を踏まえた第三者評価が適切に行える

よう、評価の技術や、視点を習得する。 

分野ごとの第三者評価事例や、事業所における先進的な

取組についてグループワークを行う。 

４．講評・まとめ 全体会・１時間 演習の成果に基づいて評価調査者として求められる技

術や態度等についてあらためて理解を深める。 

各グループにてとりまとめた演習の成果を発表し、講師

からの講評を行う。 
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３．他府県での更新時研修実施状況 

（参考：福祉サービス第三者評価事業 2019年度「評価事業普及協議会」資料（抜粋）） 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．大阪府での取り扱い 

   以下の 2点を理由に府において更新時研修は独自開催せず、全国推進組織（社会福祉法人 全国社会福祉協議会）が実施する更新

時研修を府要綱で定める更新時研修として取り扱うこととする。 

   

＜理由＞ 

  ①更新時研修は評価機関を対象（評価機関に所属する調査者の代表者 1 名が受講することを想定）としており、受講者が少ないこ

とから、各年度によって受講者数にばらつきが想定されるため 

  ②全国推進組織（社会福祉法人 全国社会福祉協議会）で更新時研修が実施されるため 


